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ミニデイ・運動型の指定要件
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運営形態

１ 単独型
提供時間内にミニデイ型・運動型のみを提供

２ 一体型
提供時間内に通所介護、地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスと一体
的に提供

３ 個人での開設
【ミニデイ型】
既に運動型を個人で開設しており、開設場所が施術所と同一建物又は隣接する
建物である場合に個人での開設が可能
【運動型】
市内で施術所を開設しており、開設場所が施術所と同一建物又は隣接する建物
である場合に個人での開設が可能
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人員基準
ミニデイ型 運動型

管理者 非常勤でも可（資格要件なし）

従事者数 利用者15人に対して1人 利用者10人に対して1人

従事者要件 ・保健医療サービス又は福祉サービス等
の従事経験のある者、介護予防運動指導
員又は健康運動指導士等であることが望
ましい
・「いきいき元気プログラム事業者研修
（※1）」修了者を事業所に1人以上配置

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師
（※2）、介護予防運動指導員、健康運動
指導士、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、保健師、看護職員、医師

一体型の場合 通所介護等の基準を満たすことで上記人員基準を満たしているものとする。ただし、
定員はサービスごとに定め、ミニデイ・運動型の提供時間は専従の従事者が必要。

※1 会場研修は例年9月、2月に開催。ウェブ研修は随時実施。
※2 施術所に従事するものにあっては、公益社団法人日本柔道整復師会が実施する
「機能訓練指導認定柔道整復師講習会」を修了した者または「介護予防運動指導員」
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設備基準【ミニデイ型・運動型共通】

• 機能訓練室
・利用定員×3㎡以上の面積
・原則、他の部屋への通路は面積から除く
・施術所の場合、営業時間外であっても施術室は不可

• トイレ・洗面所
・アルコール消毒液、ペーパータオル等設置（共用タオルは不可）

• 消防設備

• 災害備蓄品（最低3食分、水は1人あたり3ℓ）

6



設備基準【ミニデイ型・運動型共通】

• 静養室
・気分が悪くなった時に横になって静養できる場所
・プライバシーの確保を図ること
・原則、機能訓練室と隣接

• 事務室
・専用の区画が必要
・専用の鍵付書庫、電話番号が必要
・その他、パソコンやFAX等必要な備品を備えること

• 相談室
・プライバシーの確保を図ること
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運営基準・その他

・「内容及び手続の説明及び同意」「サービス提供困難時の対応」「介護
予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供」「サービスの提供の
記録」などが必要

・登記事項証明書に「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事
業」等と規定されていること

指定要件について、より詳しい情報は「人員、設備及び運営
に関する基準を定める要領」や「介護保険事業者指定申請の
手引き」をご確認ください
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運営の流れ
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運営の流れの概要 サービス開始まで

利用者 事業者 いきいき支援センター

〇ケアプラン受領

〇支援計画受領

〇ケアプラン受領

〇支援計画作成

〇ケアプラン確定

〇支援計画受領

サービス担当者会議

利用者の資格確認
契約締結

いきいき支援センターから委託を受けた
居宅介護支援事業所が担う場合もある

サービス開始
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サービス開始前

• サービス担当者会議
利用者の状況等に関する情報を共有する場。

• 利用対象者の確認
利用者が持参する「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」、いきいき支援センター

から送られた「ケアプラン（写）」をもとに、サービスの対象者であること、利用者負担額を
確認する。

• 契約の締結
契約書、重要事項説明書、個人情報利用同意書について説明し、利用者から同意を得る。

• 支援計画の作成
ケアプランを参考に、支援計画を作成し、利用者から同意を得ます。写しを利用者、いきい

き支援センターに交付します。
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ケアプラン
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支援計画（ミニデイ型・運動型通所サービス支援計画）
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利用者 事業者 いきいき支援センター

〇サービスの利用

〇利用料の支払

〇サービスの実施
・アセスメント
・プログラムの提供
・提供記録

○状況報告（モニタリング）
-月1回以上提供状況報告
- 3ヵ月毎に基本チェックリスト

〇利用料の請求
・1～3割を利用者
・残りの7-9割を国民健康保険
団体連合会

〇報告を受ける
〇利用期間の更新判定

サービス終了

運営の流れの概要 サービス開始後

14



サービスの実施

• アセスメント
【ミニデイ】いきいき元気プログラムに沿った項目を実施。
【運動型】アセスメント表に沿った項目を実施。

• プログラム提供
ケアプラン、支援計画に沿ったサービスを提供する。

• 提供記録
サービスを提供したら提供日、サービス内容、支払額、その他必要な事項を記録し、

保管します。

• 状況報告
【月1回以上】文書または電話等によりいきいき支援センターに報告します。

【3ヵ月ごと】基本チェックリストを実施し、いきいき支援センターに送付します。
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【運動型】アセスメント表

事前：開始時
中間：おおむね3ヵ月経過時
（更新の場合はその後3ヵ月ごと）
終了：サービスを終了する時

事前アセスメント表の一部
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基本チェックリスト

【事業の効果判定にご協力いただける場合】
〇市からお送りするマークシートをご活用ください。

〇記入したマークシートは以下のように扱います。
・写し1部→事業所にて保管
・写し1部→いきいき支援センターに送付
・原本→名古屋市地域ケア推進課に送付
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利用料の請求について

•利用者からの支払方法は契約書、重要事項説明書で定めます

•国民健康保険団体連合会（国保連）へは専用ソフト等により
請求をします
【スケジュール】

サービス提供月の翌月10日：請求

サービス提供月の翌々月3日頃：審査結果受取

サービス提供月の翌々月19日頃：支払通知受取

サービス提供月の翌々月25日：利用料受領

※国保連への請求についての詳細は、愛知県国保連のホームページをご確認ください。
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加算について
R5年10月時点 1単位＝10.68円

【ミニデイ型・運動型共通】
≪自己評価・ユーザー評価参加加算≫ 20単位／1月
自己評価・ユーザー評価事業を前年度実施した場合、利用者1人につき算定可能。

≪介護予防改善加算≫ 50単位×サービス提供月数（上限300単位）
利用者1人につき、サービス終了時点で以下2点を満たす場合に算定可能。
（1）基本チェックリストの1から20までの回答を合計し、該当項目数が1個以上減少。

ただし、運動型の場合は6から10までを合計し、該当項目数が増加していないことが必須。
（2）サービス提供終了後1ヶ月間、予防専門型および運動型通所サービスを利用しないこと

【運動型のみ】
≪評価加算≫ 240単位／評価時（3ヵ月ごと）
利用者1人について、中間アセスメント及び事後アセスメントにおいて、所定の評価項目
（アセスメント表に記載の項目すべて）を実施した場合に算定可能
※評価を実施した日の属する月分として請求
※中間アセスメントはおおむね3ヵ月時点、事後アセスメントは最終日に実施した評価について算定
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3ヵ月ごとに実施する基本チェックリスト

➡①事業対象者相当 → 直近3か月利用期間更新可

②事業対象者非該当相当 → 利用期間更新不可

※更新不可判定が出た場合は、サービス終了後の自主的・継続的な取り組み

への支援するための必要期間として、引き続き3か月間は利用可能です。

※次回3か月後の判定で、更新不可判定が2回連続となった場合は、

サービス終了となります。

更新不可判定が出ても、
すぐにサービス利用終了
するわけではありません。

Check

利用期間について

利用期間は原則6ヵ月ですが、条件を満たす場合に更新できます

※基本チェックリストは事業所が実施し、判定はいきいき支援センター

が実施します。
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3か月

判定 判定判定 判定

6か月

3か月

6か月

サービス終了

３か月利用可能

直近3か月
利用期間更新

直近3か月
利用期間更新

直近3か月
利用期間更新

直近3か月
利用期間更新

３か月利用可能

判定
結果

更新可

更新不可

【初回利用】 【継続利用】更新

2回連続更新不可のため
サービス終了後の自主
的・継続的な取り組み
への支援を実施

サービス終了後の自主
的・継続的な取り組み
への支援を実施

状態が悪化し、更新可
であれば、引き続き利
用可

更新回数の制限はありません。
心身の状態が事業対象者相当であれば、
利用期間の更新可能です。

※最初の判定は、6か月利用期間
終了時にサービス終了する可能性
のある者を確認することが趣旨
であることに留意

※

Check
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サービス終了後について

•本サービスは心身機能の改善を通じて、自立した日常生活の支
援を行うことを目的としています。

•終了後は、いきいき支援センター等の関係機関と協力し、住民
主体の通いの場や一般介護予防事業など、日常生活の中で自主
的・継続的な介護予防活動に繋げていただくようお願いいたし
ます。

住民主体の通いの場とは
地域住民が主体となり、住民同士が気軽に集まって体操や趣味活動等を
通じて交流する場です。
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要領・手引き・各種参考様式等の入手方法

NAGOYAかいごネット【事業者向け】
→総合事業・いきいき支援センター関係

なごやかいごネット事業者向け 検索

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/center/jiritsu.html
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